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　銀行法施行規則（昭和57年大蔵省令第10号。以下「規則」という。）第19条の2第1項第5号ニに規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官が別
に定める事項（自己資本比率規制の第3の柱（市場規律））として、中間事業年度に係る説明書類に記載すべき事項を、当該告示に則り、本章で開示します。
　なお、本章中における「告示」は平成18年3月27日　金融庁告示第19号、自己資本比率規制の第1の柱（最低所要自己資本比率）を指しております。

【自己資本の構成に関する開示事項】
自己資本の構成に関する開示事項（連結・単体）
　自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための
基準（平成18年金融庁告示第19号。以下「自己資本比率告示」という。）に定められた算式に基づき算出しております。
　また、当行は、国内基準を適用の上、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法（注）を採用しております。
　（注）標準的手法とは、あらかじめ監督当局が設定したリスク・ウェイトを使用して信用リスク・アセットを算出する手法のことです。

【連結】 （単位：百万円）

項　　　　目 平成27年
9月末

経過措置による
不算入額

平成28年
9月末

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目（1）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 32,248 33,762
うち、資本金及び資本剰余金の額 16,038 16,038
うち、利益剰余金の額 16,252 17,767
うち、自己株式の額（△） 42 43
うち、社外流出予定額（△） ─ ─
うち、上記以外に該当するものの額 ─ ─

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額 29 49
うち、為替換算調整勘定 ─ ─
うち、退職給付に係るものの額 29 49

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 ─ ─
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ─ ─
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,053 974
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,053 974
うち、適格引当金コア資本算入額 ─ ─

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ─ ─
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,800 ─
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ─ ─
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,609 1,360
非支配株主持分のうち経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 671 617
コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 37,412 36,764
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 230 921 755 1,133
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ─ ─
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 230 921 755 1,133

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ─ ─
適格引当金不足額 ─ ─
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ─ ─
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ─ ─
退職給付に係る資産の額 46 186 116 175
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ─ ─
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ─ ─
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ─ ─
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ─ ─
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ─ ─
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ─ ─
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ─ ─

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ─ ─
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ─ ─
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ─ ─
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ─ ─

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 276 872
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 37,135 35,892
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 317,963 335,102
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 2,496 2,957
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 921 1,133
うち、繰延税金資産 ─ ─
うち、退職給付に係る資産 186 175
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △2,585 △2,129
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額 3,973 3,778

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ─ ─
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 20,858 21,108
信用リスク・アセット調整額 ─ ─
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ─ ─
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）338,821 356,210
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 10.96％ 10.07%

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示
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【単体】 （単位：百万円）

項　　　　目 平成27年
9月末

経過措置による
不算入額

平成28年
9月末

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目（1）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 31,360 32,815
うち、資本金及び資本剰余金の額 16,038 16,038
うち、利益剰余金の額 15,364 16,820
うち、自己株式の額（△） 42 43
うち、社外流出予定額（△） ─ ─
うち、上記以外に該当するものの額 ─ ─

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 ─ ─
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,003 930
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,003 930
うち、適格引当金コア資本算入額 ─ ─

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ─ ─
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,800 ─
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ─ ─

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,609 1,360

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 35,773 35,105
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 225 902 747 1,121
うち、のれんに係るものの額 ─ ─
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 225 902 747 1,121

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ─ ─
適格引当金不足額 ─ ─
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ─ ─
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ─ ─
前払年金費用の額 41 165 90 136
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ─ ─
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ─ ─
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ─ ─
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ─ ─
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ─ ─
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ─ ─
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ─ ─

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ─ ─
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 ─ ─
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ─ ─
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ─ ─

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 266 838
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 35,506 34,267
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 314,985 331,990
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 2,456 2,906
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 902 1,121
うち、繰延税金資産 ─ ─
うち、前払年金費用 165 136
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △2,585 △2,129
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額 3,973 3,778

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ─ ─
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 20,007 20,246
信用リスク・アセット調整額 ─ ─
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ─ ─
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）334,993 352,236
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 10.59％ 9.72%



Daito Bank Report 2016 33

自
己
資
本
比
率
規
制
の
第
３
の
柱

（
市
場
規
律)

に
基
づ
く
開
示

【定量的な開示事項】
1.�自己資本の充実度に関する事項
 （1） 信用リスクに対する所要自己資本の額 （単位：百万円）

項　　　　　　目

連　　　結 単　　　体
平成27年9月末 平成28年9月末 平成27年9月末 平成28年9月末
リスク・
アセット

所要自己
資本額

リスク・
アセット

所要自己
資本額

リスク・
アセット

所要自己
資本額

リスク・
アセット

所要自己
資本額

【資産（オン・バランス）項目】
現金 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
我が国の中央政府及び中央銀行向け ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
外国の中央政府及び中央銀行向け 13 0 7 0 13 0 7 0
国際決済銀行等向け ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
我が国の地方公共団体向け ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
外国の中央政府等以外の公共部門向け 20 0 15 0 20 0 15 0
国際開発銀行向け ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
地方公共団体金融機構向け 1 0 ─ ─ 1 0 ─ ─
我が国の政府関係機関向け 1,659 66 2,051 82 1,659 66 2,051 82
地方三公社向け 33 1 40 1 33 1 40 1
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 19,256 770 18,222 728 19,256 770 18,222 728
法人等向け 87,912 3,516 92,555 3,702 87,912 3,516 92,555 3,702
中小企業等向け及び個人向け 109,151 4,366 115,748 4,629 109,151 4,366 115,748 4,629
抵当権付住宅ローン 11,494 459 10,375 415 11,494 459 10,375 415
不動産取得等事業向け 52,321 2,092 54,942 2,197 52,321 2,092 54,942 2,197
三月以上延滞等 1,521 60 1,938 77 1,305 52 1,779 71
取立未済手形 18 0 ─ ─ 18 0 ─ ─
信用保証協会等による保証付 2,302 92 2,100 84 2,302 92 2,100 84
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
出資等 11,176 447 11,208 448 11,176 447 11,208 448
（うち出資等のエクスポージャー） 11,176 447 11,208 448 11,176 447 11,208 448
（うち重要な出資のエクスポージャー） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
上記以外 16,138 645 20,737 829 13,385 535 17,793 711
（うち他の金融機関等の対象資本調達手段の
うち対象普通株式等に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー）

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

（うち特定項目のうち調整項目に算入されな
い部分に係るエクスポージャー） 1,499 59 2,298 91 1,331 53 2,106 84

（うち上記以外のエクスポージャー） 14,638 585 18,439 737 12,053 482 15,686 627
証券化（オリジネーターの場合） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
証券化（オリジネーター以外の場合） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）
のうち、個々の資産の把握が困難な資産 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

経過措置によりリスク・アセットの額に算
入されるものの額 3,973 158 3,778 151 3,973 158 3,778 151

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額

△2,585 △103 △2,129 △85 △2,585 △103 △2,129 △85

資産（オン・バランス）　計 314,411 12,576 331,592 13,263 311,442 12,457 328,489 13,139
【オフ・バランス取引等項目】
任意の時期に無条件で取消可能又は
自動的に取消可能なコミットメント ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

原契約期間が1年以下のコミットメント 44 1 66 2 44 1 66 2
短期の貿易関連偶発債務 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
特定の取引に係る偶発債務 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
NIF又はRUF ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
原契約期間が1年超のコミットメント 429 17 972 38 429 17 972 38
内部格付手法におけるコミットメント ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
信用供与に直接的に代替する偶発債務 2,452 98 2,090 83 2,443 97 2,081 83
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等（控除後） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 495 19 185 7 495 19 185 7
有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供
又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 42 1 41 1 42 1 41 1

派生商品取引 34 1 60 2 34 1 60 2
長期決済期間取引 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
未決済取引 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完
及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
オフ・バランス取引等　計 3,499 139 3,417 136 3,489 139 3,408 136
【CVAリスク相当額】（簡便的リスク測定方式） 51 2 90 3 51 2 90 3
【中央清算機関関連エクスポージャー】 1 0 1 0 1 0 1 0

合　計 317,963 12,718 335,102 13,404 314,985 12,599 331,990 13,279
（注）所要自己資本額＝リスク・アセット×4％
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（注）1.オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除く。
　　2.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・

ウェイトが150%以上であるエクスポージャー
　　3.上表には、CVAリスク相当額及び中央清算機関関連エクスポージャーは含めておりません。

〈連結〉
平成27年9月末

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 三月以上延滞
エクスポージャー
の期末残高

主な種類別内訳
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オフ・バランス取引（注1）

債　券 デリバティブ取引

国内計 874,016 536,488 197,304 190 2,024

国外計 3,000 ─ 3,000 ─ ─

　地域別合計 877,016 536,488 200,304 190 2,024

製造業 36,199 35,291 ─ ─ 113

農業、林業 983 983 ─ ─ ─

漁業 649 649 ─ ─ ─

鉱業、採石業、砂利採取業 702 702 ─ ─ 6

建設業 31,895 31,816 ─ ─ 109

電気･ガス･熱供給･水道業 6,268 6,033 ─ ─ ─

情報通信業 3,701 3,381 ─ ─ ─

運輸業、郵便業 17,133 16,924 ─ ─ 7

卸売業、小売業 35,778 35,375 ─ ─ 7

金融業、保険業 216,191 84,203 54,039 ─ ─

不動産業、物品賃貸業 70,184 70,119 ─ ─ 1,120

各種サービス業 44,988 44,888 ─ ─ 187

国・地方公共団体 188,802 65,985 122,810 ─ ─

個人 168,180 139,481 ─ ─ 470

その他 55,356 651 23,455 190 ─

　業種別合計 877,016 536,488 200,304 190 2,024

1年以下 129,482 98,126 31,166 190

1年超3年以下 91,647 42,390 49,219 ─

3年超5年以下 103,279 55,279 48,000 ─

5年超7年以下 81,327 51,505 29,821 ─

7年超10年以下 139,024 98,646 40,338 ─

10年超 179,392 177,627 1,758 ─

期間の定めのないもの 152,862 12,913 ─ ─

残存期間別合計 877,016 536,488 200,304 190

� （単位：百万円）

平成28年9月末
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 三月以上延滞

エクスポージャー
の期末残高

主な種類別内訳
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オフ・バランス取引（注1）

債　券 デリバティブ取引

国内計 845,235 522,713 177,927 315 2,036

国外計 3,000 ─ 3,000 ─ ─

　地域別合計 848,235 522,713 180,927 315 2,036

製造業 36,189 35,690 ─ ─ 112

農業、林業 770 770 ─ ─ ─

漁業 650 650 ─ ─ ─

鉱業、採石業、砂利採取業 660 660 ─ ─ 5

建設業 30,354 30,279 ─ ─ 83

電気･ガス･熱供給･水道業 9,089 8,903 ─ ─ ─

情報通信業 3,308 2,932 ─ ─ ─

運輸業、郵便業 17,808 17,699 ─ ─ 122

卸売業、小売業 35,427 35,006 ─ ─ 339

金融業、保険業 182,491 64,359 46,099 1 ─

不動産業、物品賃貸業 67,270 67,238 ─ ─ 753

各種サービス業 41,875 41,778 ─ ─ 214

国・地方公共団体 172,887 65,610 107,270 ─ ─

個人 150,790 150,790 ─ ─ 405

その他 98,661 342 27,557 313 ─

　業種別合計 848,235 522,713 180,927 315 2,036

1年以下 93,568 68,181 25,071 315

1年超3年以下 89,305 41,618 47,653 ─

3年超5年以下 97,640 58,898 38,742 ─

5年超7年以下 81,593 58,170 23,423 ─

7年超10年以下 142,944 100,000 42,903 ─

10年超 182,977 180,138 2,832 ─

期間の定めのないもの 160,205 15,705 300 ─

残存期間別合計 848,235 522,713 180,927 315

（注2）（注2）

 （2）   総所要自己資本の額 （単位：百万円）

項　　　　　　目
連　　　結 単　　　体

平成27年9月末 平成28年9月末 平成27年9月末 平成28年9月末
所要自己資本額 所要自己資本額 所要自己資本額 所要自己資本額

信用リスク(標準的手法) 12,718 13,404 12,599 13,279
オペレーショナル・リスク（基礎的手法） 834 844 800 809

合　計 13,552 14,248 13,399 14,089

2.�信用リスクに関する事項
 （1）  信用リスクに関するエクスポージャー及び三月以上延滞エクスポージャーの期末残高
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（注）1.オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除く。
　　2.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上延滞しているエクスポージャー、又は引当金勘案前でリスク・

ウェイトが150%以上であるエクスポージャー
　　3.上表には、CVAリスク相当額及び中央清算機関関連エクスポージャーは含めておりません。

 （2）   一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額
〈連結〉 （単位：百万円）

期首残高 当期増減額 期末残高
一般貸倒
引当金

平成27年度中間期 1,158 △105 1,053
平成28年度中間期 1,008 △33 974

個別貸倒
引当金

平成27年度中間期 3,173 △185 2,987
平成28年度中間期 2,482 △219 2,263

特定海外債権
引当勘定

平成27年度中間期 ̶̶ ̶̶ ̶̶
平成28年度中間期 ̶̶ ̶̶ ̶̶

合　計
平成27年度中間期 4,331 △290 4,040
平成28年度中間期 3,491 △253 3,238

〈単体〉 （単位：百万円）

期首残高 当期増減額 期末残高
一般貸倒
引当金

平成27年度中間期 1,103 △100 1,003
平成28年度中間期 961 △30 930

個別貸倒
引当金

平成27年度中間期 2,744 △172 2,571
平成28年度中間期 2,110 △217 1,892

特定海外債権
引当勘定

平成27年度中間期 ̶̶ ̶̶ ̶̶
平成28年度中間期 ̶̶ ̶̶ ̶̶

合　計
平成27年度中間期 3,848 △273 3,575
平成28年度中間期 3,071 △248 2,823

〈単体〉
平成27年9月末

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 三月以上延滞
エクスポージャー
の期末残高

主な種類別内訳
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オフ・バランス取引（注1）

債　券 デリバティブ取引

国内計 870,814 537,036 197,304 190 1,711

国外計 3,000 ─ 3,000 ─ ─

　地域別合計 873,814 537,036 200,304 190 1,711

製造業 36,199 35,291 ─ ─ 113

農業、林業 983 983 ─ ─ ─

漁業 649 649 ─ ─ ─

鉱業、採石業、砂利採取業 702 702 ─ ─ 6

建設業 31,859 31,780 ─ ─ 73

電気･ガス･熱供給･水道業 6,268 6,033 ─ ─ ─

情報通信業 3,701 3,381 ─ ─ ─

運輸業、郵便業 17,133 16,924 ─ ─ 7

卸売業、小売業 35,774 35,375 ─ ─ 7

金融業、保険業 216,191 84,203 54,039 ─ ─

不動産業、物品賃貸業 71,241 71,176 ─ ─ 1,105

各種サービス業 44,959 44,888 ─ ─ 187

国・地方公共団体 188,802 65,985 122,810 ─ ─

個人 167,707 139,008 ─ ─ 209

その他 51,639 651 23,455 190 ─

　業種別合計 873,814 537,036 200,304 190 1,711

1年以下 129,435 98,078 31,166 190

1年超3年以下 91,867 42,609 49,219 ─

3年超5年以下 103,894 55,894 48,000 ─

5年超7年以下 81,318 51,497 29,821 ─

7年超10年以下 139,024 98,646 40,338 ─

10年超 179,392 177,627 1,758 ─

期間の定めのないもの 148,882 12,682 ─ ─

残存期間別合計 873,814 537,036 200,304 190

� （単位：百万円）

平成28年9月末
信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 三月以上延滞

エクスポージャー
の期末残高

主な種類別内訳
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オフ・バランス取引（注1）

債　券 デリバティブ取引

国内計 841,907 523,000 177,927 315 1,778

国外計 3,000 ─ 3,000 ─ ─

　地域別合計 844,907 523,000 180,927 315 1,778

製造業 36,189 35,690 ─ ─ 112

農業、林業 770 770 ─ ─ ─

漁業 650 650 ─ ─ ─

鉱業、採石業、砂利採取業 660 660 ─ ─ 5

建設業 30,323 30,248 ─ ─ 52

電気･ガス･熱供給･水道業 9,089 8,903 ─ ─ ─

情報通信業 3,308 2,932 ─ ─ ─

運輸業、郵便業 17,808 17,699 ─ ─ 122

卸売業、小売業 35,422 35,006 ─ ─ 339

金融業、保険業 182,491 64,359 46,099 1 ─

不動産業、物品賃貸業 67,967 67,935 ─ ─ 740

各種サービス業 41,846 41,778 ─ ─ 214

国・地方公共団体 172,887 65,610 107,270 ─ ─

個人 150,411 150,411 ─ ─ 192

その他 95,079 342 27,557 313 ─

　業種別合計 844,907 523,000 180,927 315 1,778

1年以下 93,576 68,190 25,071 315

1年超3年以下 89,614 41,926 47,653 ─

3年超5年以下 97,800 59,057 38,742 ─

5年超7年以下 81,584 58,161 23,423 ─

7年超10年以下 142,944 100,000 42,903 ─

10年超 182,977 180,138 2,832 ─

期間の定めのないもの 156,409 15,525 300 ─

残存期間別合計 844,907 523,000 180,927 315

（注2）（注2）
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（個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳）

〈連結〉 （単位：百万円）

〈単体〉 （単位：百万円）

平成27年度中間期
期首残高 当期増減額 期末残高

国内計 3,173 △185 2,987
国外計 ─ ─ ─
　　地域別合計 3,173 △185 2,987
製造業 206 33 239
農業、林業 3 △0 2
漁業 ─ ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 ─ ─ ─
建設業 143 △11 131
電気･ガス･熱供給･水道業 71 △4 66
情報通信業 0 △0 0
運輸業、郵便業 348 △4 343
卸売業、小売業 158 △16 142
金融業、保険業 ─ ─ ─
不動産業、物品賃貸業 788 △90 698
各種サービス業 864 △47 816
国・地方公共団体 ─ ─ ─
個人 544 △60 483
その他 43 17 61
　　業種別合計 3,173 △185 2,987

平成28年度中間期
期首残高 当期増減額 期末残高

国内計 2,482 △219 2,263
国外計 ― ― ―
　　地域別合計 2,482 △219 2,263
製造業 274 1 275
農業、林業 2 △0 1
漁業 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ―
建設業 82 33 115
電気･ガス･熱供給･水道業 63 △2 60
情報通信業 0 △0 0
運輸業、郵便業 336 △14 321
卸売業、小売業 87 9 96
金融業、保険業 ― ― ―
不動産業、物品賃貸業 483 △205 278
各種サービス業 521 △27 494
国・地方公共団体 ― ― ―
個人 593 △18 574
その他 37 5 43
　　業種別合計 2,482 △219 2,263

平成27年度中間期
期首残高 当期増減額 期末残高

国内計 2,744 △172 2,571
国外計 ─ ─ ─
　　地域別合計 2,744 △172 2,571
製造業 206 33 239
農業、林業 3 △0 2
漁業 ─ ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 ─ ─ ─
建設業 120 △8 111
電気･ガス･熱供給･水道業 71 △4 66
情報通信業 0 △0 0
運輸業、郵便業 348 △4 343
卸売業、小売業 158 △16 142
金融業、保険業 ─ ─ ─
不動産業、物品賃貸業 773 △90 683
各種サービス業 864 △47 816
国・地方公共団体 ─ ─ ─
個人 197 △33 164
その他 ─ ─ ─
　　業種別合計 2,744 △172 2,571

平成28年度中間期
期首残高 当期増減額 期末残高

国内計 2,110 △217 1,892
国外計 ― ― ―
　　地域別合計 2,110 △217 1,892
製造業 274 1 275
農業、林業 2 △0 1
漁業 ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ―
建設業 64 36 100
電気･ガス･熱供給･水道業 63 △2 60
情報通信業 0 △0 0
運輸業、郵便業 336 △14 321
卸売業、小売業 87 9 96
金融業、保険業 ― ― ―
不動産業、物品賃貸業 469 △204 264
各種サービス業 521 △27 494
国・地方公共団体 ― ― ―
個人 290 △14 275
その他 ― ― ―
　　業種別合計 2,110 △217 1,892
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 （4） リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高及び1,250%のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーの額� （単位：百万円）

信用リスク削減手法勘案後のエクスポージャーの額
連　結 単　体

平成27年9月末 平成28年9月末 平成27年9月末 平成28年9月末
リスク・ウェイト区分 格付適用 格付不適用 格付適用 格付不適用 格付適用 格付不適用 格付適用 格付不適用
0%　 7,564 350,119 17,157 293,920 7,564 350,118 17,157 293,920

0%超  10%以下 ─ 39,532 ― 42,568 ─ 39,532 ― 42,568
10%超  20%以下 88,282 6,109 87,849 2,802 88,282 6,109 87,849 2,802
20%超  35%以下 ─ 32,840 ― 29,644 ─ 32,840 ― 29,644
35%超  50%以下 35,868 638 39,607 1,031 35,868 638 39,607 1,031
50%超  75%以下 10,000 146,190 13,000 154,880 10,000 146,190 13,000 154,880
75%超 100%以下 8,143 139,210 8,044 147,296 8,143 136,678 8,044 144,501
100%超 150%以下 1,000 518 ― 1,012 1,000 374 ― 905
150%超 350%以下 ─ ─ ― 300 ─ ─ ― 300
1,250% ─ ─ ― ― ─ ─ ― ―
合　計 150,858 715,159 165,658 673,456 150,858 712,482 165,658 670,554

（注）1.｢格付適用｣とは、リスク・ウェイト算定にあたり、格付を適用しているエクスポージャーであり、｢格付不適用｣とは、格付を適用していないエクスポージャーで
す。なお、格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。

　  2.｢格付適用｣エクスポージャーには、原債務者の格付を適用しているエクスポージャーや、ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用しているエクスポー
ジャーが含まれます。

　　3.上表には、CVAリスク相当額及び中央清算機関関連エクスポージャーは含めておりません。

3.�信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 （単位：百万円）

連　　結 単　　体
平成27年9月末 平成28年9月末 平成27年9月末 平成28年9月末

適格金融資産担保が適用されたエクスポージャー 2,732 2,446 2,732 2,446
保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー ─ ─ ─ ─

4.�派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
 （1） 派生商品取引の与信相当額の算出に用いる方式
　　先渡取引、スワップ、オプションその他の派生商品取引の与信相当額はカレント・エクスポージャー方式（注）にて算出しております。
（注）カレント・エクスポージャー方式とは、デリバティブ取引の信用リスク計測手段の1つで、取引を時価評価することによって再構築コストを算出し、これに契約期

間中に生じるであろう同コストの増加見込み額（ポテンシャル・エクスポージャー）を付加して算出する方法です。

 （3）   業種別の貸出金償却の額� （単位：百万円）

平成27年度中間期
連　結 単　体

製造業 ─ ─
農業、林業 ─ ─
漁業 ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 ─ ─
建設業 ─ ─
電気･ガス･熱供給･水道業 ─ ─
情報通信業 ─ ─
運輸業、郵便業 ─ ─
卸売業、小売業 ─ ─
金融業、保険業 ─ ─
不動産業、物品賃貸業 ─ ─
各種サービス業 ─ ─
国・地方公共団体 ─ ─
個人 0 ─
その他 ─ ─
　　　業種別合計 0 ─

平成28年度中間期
連　結 単　体

製造業 ─ ─
農業、林業 ─ ─
漁業 ─ ─
鉱業、採石業、砂利採取業 ─ ─
建設業 ─ ─
電気･ガス･熱供給･水道業 ─ ─
情報通信業 ─ ─
運輸業、郵便業 ─ ─
卸売業、小売業 ─ ─
金融業、保険業 ─ ─
不動産業、物品賃貸業 ─ ─
各種サービス業 ─ ─
国・地方公共団体 ─ ─
個人 0 ─
その他 ─ ─
　　　業種別合計 0 ─
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 （2） 派生商品取引のグロス再構築コストの額及び与信相当額� （単位：百万円）

連　結 単　体
平成27年9月末 平成28年9月末 平成27年9月末 平成28年9月末

グロス再構築コストの額 44 84 44 84
与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案前） 190 315 190 315
派生商品取引 190 315 190 315
外国為替関連取引 168 300 168 300
金利関連取引 ─ ─ ─ ─
株式関連取引 21 14 21 14
その他取引 ─ ─ ─ ─

クレジット・デリバティブ ─ ─ ─ ─
与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案後） 190 313 190 313

（注）1.原契約期間が5営業日以内の外為関連取引は含まれておりません。
　  2.与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案前）は、再構築コスト及びグロスのアドオン額（想定元本に金融庁告示第19号第79条に定める掛け目を乗じた額）の合

計額

 （3）   信用リスク削減手法に用いた担保の種類及び額
　　該当ありません。

 （4） 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額
　　該当ありません。

 （5） 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額
　　該当ありません。

5.�証券化エクスポージャーに関する事項
 （1）   銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
〈連結及び単体〉
　該当ありません。

 （2） 銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
〈連結及び単体〉
　該当ありません。
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6.�銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
 （1） 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーの中間（連結）貸借対照表計上額及び時価

〈連結〉� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年9月末
中間連結貸借対照表計上額 時　価 中間連結貸借対照表計上額 時　価

上場している出資等又は株式等エクスポージャー 5,075 5,075 3,703 3,703
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 785 778

合　計 5,860 4,482

〈単体〉� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年9月末
中間貸借対照表計上額 時　価 中間貸借対照表計上額 時　価

上場している出資等又は株式等エクスポージャー 4,849 4,849 3,468 3,468
上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 1,280 1,273

合　計 6,129 4,742

 
 （2） 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

〈連結〉� （単位：百万円）

平成27年度中間期 平成28年度中間期
売却損益額 293 183
償却額 4 3

〈単体〉� （単位：百万円）

� 平成27年度中間期 平成28年度中間期
売却損益額 293 183
償却額 4 3

 
 （3） 中間（連結）貸借対照表で認識され、かつ、中間（連結）損益計算書で認識されない評価損益の額

〈連結〉� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年9月末
中間連結貸借対照表で認識され、中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 1,274 448
中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 ̶̶ ̶̶

〈単体〉� （単位：百万円）

平成27年9月末 平成28年9月末
中間貸借対照表で認識され、中間損益計算書で認識されない評価損益の額 1,081 246
中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額 ̶̶ ̶̶

7.�銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減　� （単位：百万円）
平成27年9月末 平成28年9月末

金利ショックに対する経済的価値の減少額（100BPV） 10,900 11,187
VaR（信頼水準99％、保有期間120日、観測期間5年） 5,651 5,662

（注）経済的価値の変動額のうち、価値が減少する方向の額についてプラス表示で記載しております。
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自己資本比率規制における銀行勘定の金利リスク （単位：百万円）

運用勘定

区　　分 金利リスク量
平成27年9月末 平成28年9月末

貸出金 1,363 1,417
有価証券 1,289 1,414
市場性運用 16 9
その他 0 0
運用勘定合計 2,669 2,841
調達勘定

区　　分 金利リスク量
平成27年9月末 平成28年9月末

定期性預金 80 63
要求払預金 277 285
市場性調達 △1 △0
その他 0 ─
調達勘定合計 357 348
金融派生商品（金利受取サイド） 0 ─
金融派生商品（金利支払サイド） 0 ─
銀行勘定の金利リスク 2,311 2,492
(参考)自己資本比率規制の第2の柱におけるアウトライヤー比率 6.509% 7.272%

（注）1.自己資本比率規制における銀行勘定の金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、銀行勘定において市場金利に影響を受けるもの（貸出金、有価証券、
預金等）が、一定のルールにおける金利ショックにより発生する経済的価値の変動額（リスク量）を見るものです。当行では、金利ショックを保有期間1年、過去5
年の観測される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショックとして捉え、その金利ショック下における銀行勘定の金利リスクを
算出しております。

　　2.預金者の要求によって払出される要求払預金のうち、明確な金利改定間隔がなく、長期間引き出されずに金融機関に滞留する預金をコア預金と定義しておりま
す。当行では、要求払預金の現在残高の50％相当額をコア預金とし、毎月一定額ずつ満期を迎え、最長5年、平均金利満期2.5年の定期預金とみなして金利リスク
量を計算しております。

　　3.上記の金利リスクは、運用勘定と調達勘定の金利リスク量を相殺し、金融派生商品の金利リスク量を考慮して算定しています。


